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実
郵
今
日
の
湊
鶴

噌
鱈
二

支
那
今
日
の
法
制

及

川

恒
　
忠

　
乙
．
民
國
司
法
機
關
の
逡
用
す
る
法
律
命
令

　
（
こ
民
商
法

　
支
那
の
奮
怯
律
中
、
民
商
法
規
は
立
畿
．
婚
姻
を
以
て
稽
、
詳
ε
し
、
鯨
は
銭
鐘
債
権
債
務
養
塵

需
取
引
｝
に
干
す
る
も
の
の
如
ぐ
客
塞
ε
し
て
欽
條
に
遇
ぎ
す
。
光
緒
宣
統
以
楽
今
耳
に
運
る

2
で
中
央
地
力
の
行
政
官
は
常
に
時
宜
に
随
ひ
て
特
別
條
例
を
制
訂
し
た
る
な
う
。
或
は
朝

廷
の
准
許
を
．
経
．
或
は
中
央
害
政
部
を
蓬
由
し
て
省
自
ら
頒
廊
せ
る
も
の
、
例
へ
ぱ
『
商
人
蓮
例
』

『
公
司
條
例
』
．
『
不
動
産
の
の
清
理
に
關
す
る
辮
法
．
典
當
（
不
動
産
質
及
動
産
質
あ
辮
法
艮
各
省
の

放
荒
章
程
等
比
々
ε
し
て
皆
是
な
今
。
其
形
式
を
言
は
や
、
行
政
命
令
に
厨
す
ε
錐
も
而
も
内

容
の
關
す
る
所
、
多
く
は
泓
人
の
権
利
義
務
に
渉
る
も
の
に
し
て
、
司
法
官
憲
亦
正
式
法
典
の
循

る
可
き
も
の
無
き
を
以
て
相
卒
ぴ
て
之
を
援
用
し
詑
り
。



　
私
法
の
革
新
事
業
は
前
清
光
緒
二
十
八
年
に
始
2
る
。
是
筈
修
訂
法
律
舘
』
を
設
け
て
よ
｝
．

先
後
し
て
訂
せ
る
所
に
民
律
草
案
．
公
司
法
草
案
．
商
律
草
案
、
票
撮
塗
手
形
法
｝
草
案
、
海
鱈
法
草
案
、

破
産
法
草
案
等
あ
勢
。
其
の
規
定
中
．
理
論
に
謹
合
し
國
情
に
背
せ
ざ
る
も
の
は
、
今
日
の
法
院
、

大
抵
之
を
探
つ
℃
條
理
ピ
爲
す
。

　
前
清
絵
律
舘
の
修
訂
せ
る
民
商
法
草
案
は
、
現
に
正
に
法
律
舘
に
於
て
修
正
中
な
）
。
昨
今
、

民
刑
訴
訟
燦
例
の
往
事
に
照
ら
し
て
．
先
づ
之
を
頽
行
し
以
て
観
験
に
資
す
可
し
．
ε
主
張
す
る

者
あ
れ
ど
も
．
然
か
も
（
コ
前
案
は
濁
麺
日
本
に
彷
へ
る
も
の
に
し
て
個
人
の
利
盆
に
偏
重
し
、
鮭

會
の
情
釈
愛
遽
し
た
る
今
日
に
於
て
は
、
更
新
網
歩
．
肚
會
を
以
て
本
位
と
爲
す
に
非
れ
ぱ
、
以
て

時
勢
の
需
求
、
に
鷹
す
る
に
足
ら
す
。
（
き
前
案
は
多
ぐ
外
國
法
を
継
受
し
、
本
國
画
有
の
法
源
に

於
て
未
だ
甚
だ
意
を
揚
か
す
．
民
法
の
債
構
縞
は
駈
會
一
般
に
行
は
る
、
『
會
』
（
？
｝
に
關
し
．
物
構

編
は
『
老
佃
製
永
小
作
権
の
如
き
も
の
》
『
典
』
（
質
権
の
如
き
も
の
》
『
先
買
』
（
？
》
等
に
關
し
、
商
法
は
『
舗

底
曳
の
れ
ん
代
の
如
き
も
の
？
尋
に
關
し
義
れ
も
全
ぐ
規
定
無
し
。
而
し
て
是
等
法
典
の
得
失

は
肚
會
経
濟
の
浦
長
盈
虚
に
影
響
す
る
こ
ご
極
め
て
鈍
に
し
て
．
之
を
置
い
て
顧
み
ざ
る
は
不

可
な
）
。
…
誉
律
中
の
親
燭
継
承
に
干
す
る
規
定
は
、
吐
會
の
情
形
ピ
懸
隔
す
る
天
壌
に
し
て
．

　
　
　
皮
郵
脅
聴
の
洗
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢
四
三



　
　
　
実
郷
今
日
の
法
螂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晶
四
四

適
用
極
め
て
困
難
を
域
す
。
法
曹
類
む
ね
之
を
言
ふ
竜
奮
麗
を
・
存
せ
ん
ε
欲
し
て
適
2
悪
法

ε
な
れ
る
な
う
。
改
弦
更
眼
、
叉
紛
糾
を
滋
く
す
可
し
ε
難
も
、
何
を
糞
う
何
に
餐
ふ
か
は
、
欝
酌

し
て
善
を
婁
す
に
非
れ
ぱ
遽
に
断
じ
能
は
す
。
（
撃
新
法
を
實
施
す
る
以
前
に
於
て
、
慮
さ
に
準

備
す
可
き
事
項
は
極
φ
て
多
し
。
其
薯
な
る
も
の
を
霧
げ
ん
に
、
土
堀
の
登
記
に
し
て
行
は
輌

す
ん
ば
、
物
槽
法
の
規
定
は
直
に
慮
畿
に
回
じ
ぐ
、
戸
籍
の
登
記
に
し
℃
行
は
れ
す
ん
ぱ
、
行
爲
髭

力
の
有
無
は
稽
考
す
可
き
無
ぐ
、
法
院
遜
く
設
け
ら
蜘
す
ん
ぱ
．
紫
漕
産
を
宣
皆
す
る
等
の
罰
度

は
亦
具
文
と
成
る
が
如
し
。
現
在
曲
等
の
準
備
、
未
だ
緒
に
就
か
ざ
軸
ぱ
．
民
商
法
奥
を
先
づ
頽

布
す
る
と
も
、
法
は
自
ら
之
を
行
ひ
能
は
ざ
る
の
嘆
を
菟
れ
ざ
る
可
し
。
是
を
以
て
現
在
は
断

然、

法
典
塗
部
を
先
殖
す
る
の
畿
を
排
斥
し
、
僅
に
民
法
中
、
世
墨
共
通
性
に
富
め
る
積
樽
法
を
取

）
、
先
づ
修
改
を
撫
へ
、
國
會
に
提
出
し
て
債
構
法
を
施
行
す
る
便
利
の
計
を
爲
す
可
き
な
㌻
。

但
し
繕
則
は
同
時
に
改
修
し
て
提
出
す
可
し
。

　
民
法
商
法
法
典
の
合
併
は
晩
近
立
法
界
の
一
新
趨
勢
に
し
て
⊃
簸
を
支
那
の
國
情
に
徽
す
る

に
．
特
に
分
離
す
る
の
必
要
あ
る
な
し
。
　
修
訂
法
律
舘
は
當
初
此
等
の
二
法
を
以
て
冶
し
て
一

鐘
髭
ら
し
め
ん
ε
擬
し
驚
れ
ど
も
、
合
併
の
業
泥
る
や
繁
に
し
て
暴
げ
難
く
、
假
す
に
歳
月
を
以
～



て
す
る
に
非
れ
ぱ
党
く
成
続
せ
ざ
る
な
顔
。
　
而
か
も
司
法
制
度
を
改
良
し
法
塗
外
園
法
櫻
》
を

同
牧
す
る
に
力
圖
す
る
の
際
に
當
つ
て
は
、
凶
等
の
民
生
に
關
係
あ
る
重
要
法
典
は
又
置
い
て

緩
圓
ε
爲
す
可
ら
す
。
　
散
に
先
づ
此
鄭
の
二
法
に
就
き
分
別
着
手
し
．
修
訂
完
竣
せ
ぱ
、
闘
會
に

提
交
す
可
く
．
合
併
の
暴
は
留
め
て
後
圓
に
待
つ
可
き
な
）
。

　
（
二
｝
溺
法

　
支
那
近
「
年
に
於
け
る
法
制
の
愛
遷
最
も
多
き
も
の
は
厭
れ
推
だ
刑
法
準
，
。
試
に
其
澹
革

を
4
遍
せ
ん
。

　
て
　
大
清
律
及
大
清
現
行
刑
律

　
前
清
光
緒
二
十
八
年
、
沈
家
本
、
伍
廷
芳
爾
氏
を
し
て
法
律
を
修
訂
せ
し
む
る
に
至
）
た
る
時
．

鉦
氏
鳳
方
さ
に
米
、
日
．
秘
等
に
公
使
ε
し
て
未
だ
同
國
せ
ざ
り
し
か
ぱ
．
刑
部
は
新
律
の
容
易
に

行
ひ
難
き
を
恐
轟
．
大
清
律
例
に
先
づ
棚
働
を
行
ひ
．
以
て
過
渡
の
需
に
備
へ
ん
と
し
（
前
漉
の
規

定
に
ょ
れ
ぱ
律
例
を
修
訂
す
る
に
は
本
ε
一
定
め
年
限
あ
勢
。
五
年
に
し
て
小
修
十
年
に
し

て
大
．
修
す
る
筈
な
り
。
同
治
九
年
よ
り
後
は
絡
ひ
に
未
だ
修
改
せ
す
冥
先
づ
飛
部
爵
ら
其
修
距

に
盤
｝
、
嗣
後
改
め
て
浅
律
舘
の
鐸
理
に
蹄
せ
し
め
た
塾
。
　
か
く
て
脇
除
す
る
こ
ε
三
百
圏
十

　
　
　
曳
務
今
日
の
捲
藤
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢
慶
、
箕



　
　
　
支
蔀
今
琶
の
僕
聯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鱈
六

五
燦
。
三
十
四
年
に
皆
竣
し
た
れ
ぱ
．
名
し
て
犬
清
現
行
刑
律
と
日
ひ
、
竃
続
元
隼
頽
布
し
驚
参
。

該
刑
律
は
僅
に
繁
を
測
し
簡
に
就
き
、
着
干
面
目
を
新
に
し
驚
る
鐵
を
除
δ
ぱ
、
大
清
律
の
根
本

主
碗
ε
甚
し
く
出
入
な
仁
、
今
の
新
律
ε
も
亦
街
接
せ
す
．
實
に
新
奮
律
題
渡
の
矯
に
備
ふ
る
に

足
ら
ざ
豊
き
。
蓋
し
装
改
修
に
輿
れ
る
者
は
刑
部
の
秋
審
塵
員
荊
部
の
裁
判
嘗
》
及
び
刑
寡
人

員
（
溺
部
裁
判
虜
の
役
員
｝
等
に
し
て
、
共
學
圃
思
想
は
大
清
律
の
範
園
外
に
出
す
る
能
は
ざ
勢
し

が
爲
め
な
り
。

　
大
清
現
行
律
の
修
訂
は
支
那
の
法
制
に
於
て
何
等
の
影
響
無
か
り
し
と
難
も
、
然
か
も
嘗
時

の
朝
野
は
之
に
由
つ
て
漸
《
刑
獄
の
改
良
に
漣
意
し
始
め
た
り
。
要
政
に
二
端
め
り
、
口
つ
に

欽
千
年
奈
の
残
酷
曙
黒
の
風
習
を
洗
ふ
も
の
に
し
て
叢
に
一
記
せ
ざ
る
可
ら
す
。

イ
、
凌
遽
矢
逆
罪
に
封
し
て
四
肢
を
切
断
し
然
る
後
暁
を
突
き
て
殺
す
刑
藪
屍
、
慕
首
の
三
項

　
　
を
停
止
せ
る
こ
と
並
に
繰
坐
（
吾
が
蓮
坐
の
刑
に
當
る
｝
刺
字
（
流
荊
に
慮
せ
ら
れ
た
る
者
に

　
　
鋤
し
入
墨
す
る
こ
と
奪
の
諸
法
を
菟
除
せ
る
こ
ε
。

こ
の
議
は
之
を
創
む
る
沈
家
本
氏
な
り
。
沈
氏
は
新
奮
律
に
於
て
能
ぐ
融
會
貫
蓮
し
、
大
清
律

の
不
善
を
深
‘
知
つ
て
、
改
革
す
る
所
あ
ら
ん
こ
と
を
恩
ひ
、
自
ら
修
訂
法
律
大
臣
に
當
う
、
途
に



建
議
し
て
律
例
内
の
重
刑
を
愛
通
酌
改
せ
ん
こ
と
を
請
ひ
．
朝
廷
之
を
允
る
し
π
る
塗
り
。
共

奏
摺
は
燈
切
に
披
陳
し
掲
る
も
の
に
し
て
、
頗
る
中
外
の
繋
踊
す
る
所
な
う
。
艶
れ
光
緒
三
十

一
年
の
事
ピ
す
。

　
蟹
、
刑
訊
（
拷
問
等
の
盤
刑
｝

こ
の
議
是
を
登
し
た
る
猷
爾
江
総
督
劉
坤
一
、
湖
廣
総
督
張
之
洞
に
し
て
、
旨
を
奉
じ
て
法
律
館

に
調
査
研
究
せ
し
め
セ
る
に
、
儲
議
は
辮
法
を
定
め
て
刑
訊
を
停
止
し
た
蟄
。
苔
溺
杖
刑
臓
改

め
て
罰
金
と
爲
し
、
完
納
に
無
力
な
れ
ぱ
工
作
に
從
は
し
む
る
こ
と
と
し
、
其
爲
め
各
省
に
一
律

に
罪
犯
脅
惑
所
を
設
け
し
む
る
こ
と
と
し
泥
り
。
面
し
て
死
罪
は
供
越
を
取
具
す
可
き
む
、
流

渕
徒
刑
以
下
は
鐙
固
に
擬
し
て
犯
罪
を
裁
定
す
る
も
の
と
し
セ
勢
。
舘
議
は
今
日
に
在
つ
て

之
を
親
る
に
未
だ
人
を
し
て
意
に
瀟
た
し
む
る
能
は
す
。
葦
し
刑
甑
の
必
要
や
供
遍
を
取
る

鴛
在
）
、
供
遽
を
逡
る
は
重
罪
を
以
て
精
、
多
く
稽
，
酷
な
る
は
勿
論
な
り
。
　
死
罪
に
し
て
猫
無

供
蓮
を
取
具
せ
ざ
る
可
ら
ざ
れ
ぱ
、
珊
訊
の
弊
亦
卒
ひ
に
菟
れ
能
は
ざ
る
な
う
。
而
し
て
御
兜

の
劉
彰
年
は
刑
諏
を
停
止
す
る
の
非
を
力
言
し
て
謂
ふ
．
必
す
櫨
駆
施
累
を
致
さ
ん
ε
。
法
律

館
は
反
覆
陳
明
し
て
、
必
す
し
も
逡
慮
な
ら
ざ
，
る
も
、
未
だ
梗
に
中
ら
す
と
爲
し
た
ウ
。
當
時
の

　
　
　
　
曳
榔
今
口
の
漣
欄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
醤
七



　
　
　
　
童
葺
今
曝
の
鴻
禦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
襯
騰
八

改
輩
が
困
難
な
壷
し
こ
と
亦
輔
班
を
見
る
に
足
る
桑
。

　
二
、
新
刑
穣

　
光
緒
二
十
入
年
政
府
は
呂
瀞
笈
．
盛
竃
懐
を
涙
し
て
上
海
に
鹿
つ
て
省
國
と
の
蓮
商
條
約
を

修
訂
せ
し
め
泥
る
に
、
莫
日
米
の
三
國
は
．
均
し
く
支
那
の
律
例
に
し
で
外
國
と
一
律
な
る
の
時
、

慕
領
事
裁
制
纏
を
拠
棄
す
る
の
議
め
｝
た
像
。
是
に
至
つ
て
直
隷
絶
督
嚢
漫
凱
は
湖
廣
総
督

張
之
澗
．
爾
江
絡
督
劉
坤
一
と
禽
醐
し
、
肇
員
を
任
命
し
て
法
律
を
悠
訂
せ
ん
こ
と
を
上
奏
し
、
光

緒
ニ
ヤ
八
年
逡
ひ
に
沈
家
本
、
伍
難
芳
を
以
て
修
訂
法
律
大
臣
と
し
た
夢
。
然
れ
ど
態
光
緒
二

十
八
年
．
よ
り
三
十
一
年
に
運
る
此
敦
年
間
纏
．
僅
に
養
律
を
改
修
し
、
諦
轡
の
著
手
に
從
ひ
た
る

の
み
に
し
で
．
三
十
二
年
日
本
法
愚
考
麗
田
朝
太
郎
．
松
岡
正
義
の
二
氏
を
建
聰
し
．
始
め
で
鼠
商

法
及
溺
法
を
鶏
草
す
る
こ
と
に
復
事
せ
｝
。
岡
田
氏
は
實
に
珊
事
法
を
嬉
任
し
た
る
な
む
。

刑
法
は
光
緒
三
十
四
年
成
る
を
告
げ
た
り
し
か
ぱ
、
宣
統
元
年
先
づ
憲
政
編
査
舘
（
清
未
、
立
憲
樹

立
の
鎌
運
熟
し
た
る
時
、
憲
政
の
研
究
調
査
を
日
的
と
し
て
設
立
さ
れ
だ
る
も
の
乏
を
省
省
の

鑑
紘
に
費
か
り
ね
ら
。
維
φ
時
、
張
之
洞
は
軍
機
大
臣
を
以
て
學
部
を
黛
畏
し
π
9
し
瀕
、
溺
律

華
案
は
無
夫
の
娠
女
に
遽
す
る
治
罪
隆
交
無
き
に
因
）
．
藺
藪
を
篤
棄
す
る
も
の
な
壁
と
し
、
各



省
の
彊
寓
も
亦
之
を
排
撃
し
泥
る
を
以
て
．
法
部
を
し
て
修
訂
法
律
大
臣
と
會
圃
の
上
．
修
改
せ

ん
こ
と
を
上
奏
し
π
り
。
其
の
後
法
部
は
未
だ
．
過
筒
せ
ざ
り
し
に
、
法
律
舘
員
は
草
稿
を
重
撫

修
改
し
て
之
を
法
部
に
逡
り
た
う
。
法
部
術
書
の
廷
盗
は
本
と
衡
律
を
轟
守
す
る
考
、
乃
ち
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

藤
を
後
段
に
附
加
し
て
具
奏
し
、
暫
行
章
程
と
し
て
．
頒
布
せ
ん
こ
と
を
請
ひ
た
｝
。
賛
に
鰹
に

破
壌
の
意
を
寓
し
た
る
裾
の
に
し
て
、
五
條
の
大
意
は
皇
室
に
劃
す
る
加
害
．
内
臨
外
患
に
關
す

る
犯
罪
等
に
は
洌
を
加
重
す
る
こ
と
、
無
夫
姦
の
露
刑
、
尊
風
親
に
劃
す
る
犯
罪
．
正
萱
防
衛
を
適

用
し
将
ざ
る
こ
と
皿
等
の
類
是
な
り
。
　
こ
の
暫
行
章
程
有
つ
て
新
律
の
糖
紳
は
盤
ぐ
失
は
れ
泥

り
。
民
國
元
年
暫
行
新
刑
律
を
頒
布
せ
る
時
、
経
に
法
部
は
之
を
撤
鎖
せ
）
。

　
刑
法
草
案
成
る
を
告
げ
．
資
政
院
薗
會
の
前
身
あ
議
決
に
提
交
せ
る
時
．
朝
野
の
守
奮
者
臓
法

制
と
禮
敷
の
親
念
と
を
混
じ
て
一
と
爲
し
、
多
ぐ
は
新
法
に
儘
泥
ら
す
．
瀞
起
し
て
之
を
護
議
し

差
う
。
蔓
反
劃
に
最
も
カ
め
た
る
者
は
勢
乃
宣
氏
ε
爲
す
。
勢
氏
は
大
義
名
分
を
犯
す
罪
、
養

親
に
封
す
る
犯
罪
．
親
驕
間
の
相
姦
、
観
濁
間
の
相
盗
、
親
腐
間
の
殴
打
．
子
孫
の
故
殺
、
妻
が
央
を
殴

打
し
、
央
が
妻
を
殴
打
す
る
揚
合
、
無
夫
の
癩
女
の
私
蓮
、
子
孫
が
禮
先
の
数
令
に
遠
反
せ
る
揚
合

等
の
刑
罰
は
、
大
清
律
は
皆
特
別
の
規
定
を
有
す
る
に
、
新
刑
律
草
案
が
一
筆
に
し
て
抹
殺
せ
る

　
　
　
窯
雛
今
臼
の
法
闇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
四
轟



　
　
　
支
那
今
繕
O
決
麟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蕊
Q

は
．
大
に
閉
刑
弼
教
の
意
を
失
ふ
も
の
な
｝
と
し
、
著
は
し
て
論
説
と
爲
し
、
京
外
に
遍
示
レ
だ
）
。

朝
野
多
く
は
其
言
を
是
と
し
、
青
島
特
別
高
等
學
堂
敏
員
濁
逸
人
ホ
馬
も
亦
趨
ち
て
之
に
阻
和

し
詑
参
。
　
ホ
氏
の
論
や
至
つ
て
幼
稚
と
爲
す
．
亦
衷
心
よ
）
の
書
に
非
る
に
麟
た
嚇
餐
氏
云
ふ
事

支
那
は
自
ら
本
國
の
古
先
哲
王
の
良
法
美
意
を
置
い
て
顧
み
肇
、
π
㎎
之
を
外
國
に
專
求
す
、
籍

に
惜
し
む
と
こ
ろ
に
し
て
、
勢
氏
の
議
は
幾
ど
不
賛
無
し
ε
》
。
而
し
て
守
奮
者
は
謂
ふ
、
語
．
西
人

に
幽
す
大
に
其
旗
鼓
を
張
る
に
足
る
ε
。
か
く
て
新
律
は
、
幾
ど
根
本
よ
）
推
翻
す
る
の
勢
あ

り
し
か
ぱ
．
沈
氏
は
憤
慨
異
常
．
爾
9
其
衝
に
當
）
、
論
を
署
は
し
て
痛
駁
し
た
参
。
岡
田
朝
太
郎
．

松
岡
正
義
．
査
康
、
及
憲
政
編
査
舘
、
法
律
舘
の
諸
入
も
亦
沈
氏
の
僻
を
助
げ
之
を
閥
き
た
り
。
其

中
、
揚
慶
氏
の
國
家
主
義
と
家
族
主
義
の
醜
別
に
關
す
る
論
文
、
臭
姪
横
馬
の
輔
丈
『
用
奮
読
議
律
』

の
二
編
は
最
も
透
闘
と
爲
す
。
然
か
も
新
奮
の
勢
力
は
究
に
敵
す
る
能
は
す
．
編
査
舘
は
卒
に

建
悉
の
議
に
狗
じ
、
暫
行
章
程
五
條
を
附
加
し
セ
れ
ば
．
沈
氏
は
其
地
位
を
糞
り
．
宣
統
二
年
致
修

法
律
大
臣
は
劉
若
曾
之
に
代
は
る
に
至
り
π
｝
。
こ
れ
支
那
の
朝
野
が
法
制
を
研
究
し
沈
る

最
噛
有
興
壕
の
時
代
ε
爲
す
。
近
年
は
法
律
舘
の
修
訂
す
る
草
案
，
筍
法
部
の
頒
窟
す
る
條
例

等
に
就
き
．
大
理
院
の
解
罧
及
判
例
と
共
に
一
の
批
詐
あ
る
を
未
だ
聞
か
す
、
勢
民
の
思
想
奮
塗



り
と
雄
も
．
其
法
制
を
研
究
す
る
の
熱
心
は
要
す
る
に
及
ぷ
可
ら
ざ
る
な
）
。
余
輩
は
當
時
法

律
舘
に
俸
職
し
た
働
．
往
事
に
封
す
る
に
、
實
に
人
を
し
｛
低
周
置
か
ざ
ら
し
む
る
も
の
あ
｝
。

　
三
、
暫
行
新
刑
律
及
補
充
條
例

　
民
國
初
元
は
法
制
未
だ
擬
定
を
経
す
、
故
に
元
年
三
月
十
日
哩
從
前
施
行
の
法
律
及
新
廻
律
ば

　
　
　
　
　
へ

民
國
國
盤
と
抵
鯛
す
る
各
條
の
鷹
さ
に
敷
力
を
失
ふ
も
の
を
除
く
の
外
か
均
し
く
暫
行
援
用

す
』
ε
の
令
め
り
。
新
刑
律
は
途
に
司
法
部
が
酌
如
捌
改
し
、
総
統
に
呈
請
し
て
頒
行
し
π
勢
。

名
け
て
暫
行
新
溺
律
と
臼
ふ
。
而
し
て
從
前
附
加
の
暫
行
章
程
は
則
ち
撤
鎖
し
た
り
。
三
年

十
二
月
二
十
四
潤
に
至
り
復
た
暫
行
新
洞
律
補
充
條
例
を
頒
布
し
、
暫
行
章
程
に
模
彷
し
て
婆

充
を
加
へ
驚
）
。
　
董
し
こ
の
時
．
國
會
は
解
散
し
、
嚢
氏
漸
く
帝
制
を
自
ら
爲
す
の
心
あ
り
、
禮
敬

を
以
て
天
下
に
號
召
し
、
典
を
重
ぐ
し
て
人
心
を
脅
服
せ
ん
こ
と
を
思
ひ
セ
る
が
故
に
、
飼
刑
律

に
係
ら
ウ
、
刑
罰
を
分
別
し
て
加
重
し
た
る
な
り
。
此
條
例
今
に
至
つ
て
鮪
ほ
之
を
適
用
す
ゆ

　
四
、
，
．
科
刑
標
準
條
例

　
こ
の
條
㌧
例
は
九
年
十
月
司
法
部
．
が
総
統
に
呈
請
し
て
頽
行
し
た
る
も
の
な
う
。
本
ビ
新
飛

律
の
各
傑
は
科
刑
の
範
園
太
だ
廣
く
．
司
法
官
の
蓮
用
往
々
に
し
て
輕
重
嘗
を
失
し
詫
蚤
を
以

　
　
　
　
糞
郷
今
馴
の
蟄
劇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
置
一



　
　
　
愛
郷
毒
窃
㊧
論
髄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
叢
讐

喝
．
犯
葬
を
業
罪
と
定
む
る
に
醤
り
、
業
種
の
情
節
あ
る
も
の
は
某
刑
に
廊
す
竃
き
醤
を
明
に
し
。

以
て
法
官
の
自
由
審
畳
を
束
縛
す
る
の
意
に
出
で
た
る
も
の
塗
）
。
鄙
見
は
敢
て
養
圃
せ
塵
。

張
樹
滋
の
呉
一
昆
吾
薦
氏
亦
先
後
し
て
論
を
著
は
し
之
を
非
と
せ
り
。

　
簾
例
中
、
至
つ
て
笑
ふ
可
き
も
の
は
第
四
條
第
五
款
と
爲
す
。
　
盛
讐
熟
湯
を
以
て
人
に
淋
ぐ

者
は
殺
人
を
以
て
論
事
と
あ
り
。
知
ら
す
嚴
寒
火
を
以
て
人
を
烙
か
ば
、
又
慮
さ
に
如
何
に
し

て
刑
を
科
す
可
き
か
を
。
司
法
部
の
凝
布
せ
る
命
令
に
し
て
未
だ
鶴
條
例
の
如
く
幼
稚
陳
腐

塗
る
者
あ
ら
ざ
る
塗
）
。

　
附
．
　
刑
絵
第
二
次
修
正
案

　
民
國
元
年
に
頚
行
せ
る
暫
行
新
刑
律
臓
．
原
と
民
國
初
め
て
立
ち
．
法
律
の
遷
守
に
資
す
可
き

も
の
無
か
り
し
が
故
に
“
罰
清
の
新
刑
律
を
暫
行
援
用
し
た
る
な
）
。
充
兼
刑
法
は
重
要
法
典

に
し
で
、
自
ら
當
に
重
ね
て
編
纂
を
加
へ
、
以
て
撰
重
を
昭
に
す
可
き
も
の
な
｝
。
散
に
民
國
露

年
、
法
律
編
査
會
に
第
一
次
の
刑
法
修
正
案
あ
｝
、
已
に
國
務
院
に
提
出
し
て
、
法
制
局
の
酌
却
整

．
浬
を
綴
た
垂
し
が
．
其
後
七
年
修
訂
法
律
舘
を
改
設
し
．
董
康
．
玉
寵
惑
氏
総
裁
驚
る
に
至
蚕
．
第
一

次
修
訂
の
時
は
芳
さ
に
嚢
氏
専
制
の
下
に
在
う
た
れ
ぱ
、
顧
忌
す
る
所
あ
る
を
菟
れ
ウ
．
時
勢
の



麓
遜
に
つ
れ
て
．
荊
事
政
策
も
亦
更
に
動
く
の
必
要
あ
）
と
爲
し
、
各
圃
の
立
法
を
塞
考
し
、
本
國

の
情
形
を
勘
酌
し
て
、
別
に
第
二
次
の
修
正
を
如
へ
π
う
。
名
は
修
正
案
な
｝
と
膿
も
其
實
は

立
法
主
義
に
し
て
．
多
く
暫
行
新
刑
律
を
因
襲
せ
す
．
謹
裁
も
亦
殊
に
異
れ
る
も
の
な
き
に
あ
ら

ざ
る
な
り
。
今
・
日
司
法
醤
局
は
．
暫
行
新
刑
律
の
外
か
、
離
に
補
充
條
例
あ
う
、
叉
各
種
の
軍
行
私

法
あ
り
て
、
新
刑
律
の
本
鐙
巳
に
支
離
破
壕
せ
る
を
以
て
．
蓮
か
に
政
府
に
呈
講
し
て
條
例
と
爲

し
．
一
日
も
早
く
頒
行
せ
ん
こ
と
を
思
へ
り
。
然
か
も
法
制
局
長
王
楽
氏
以
爲
へ
ら
《
、
民
國
は

貌
に
統
一
せ
ら
れ
ざ
れ
ど
も
、
暫
行
新
刑
律
は
西
南
各
省
も
一
律
に
適
用
す
。
若
し
暫
行
新
刑
律

を
朦
し
．
一
條
例
を
頽
布
し
で
之
に
代
ゆ
れ
ぱ
．
西
甫
政
府
は
必
す
や
遊
從
せ
ざ
る
可
く
．
是
れ
法

律
の
適
用
も
亦
不
統
一
た
る
に
至
る
可
し
ε
。
紹
統
府
及
國
務
院
典
議
を
甚
海
是
と
し
た
）
。

現
に
國
會
は
髄
に
已
に
成
立
す
、
政
府
は
當
に
立
法
手
績
に
按
じ
’
、
、
不
日
國
會
の
議
決
に
提
菱

す
可
き
な
り
。

　
｛
三
｝
特
別
鋼
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
島
國
以
來
頽
行
し
π
る
刑
事
翠
行
法
令
は
甚
だ
影
し
。
叢
に
典
最
も
重
要
な
る
も
の
を
略

暴
し
て
之
を
醤
は
ん
。

　
　
　
喪
郭
今
憾
の
嶺
髄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
笈
欝



　
　
　
粟
那
今
憾
の
翰
髄
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
五
四

　
一
．
官
吏
犯
賊
俸
例

　
此
項
僚
例
は
民
國
三
年
に
訂
せ
ら
れ
た
畜
も
の
、
立
法
の
圭
慧
は
．
臨
醐
を
治
む
ξ
に
重
典
を

用
ゆ
る
に
在
，
。
然
る
に
施
行
の
後
、
惟
だ
王
治
馨
の
懲
轟
し
た
る
王
純
な
る
者
を
殺
し
た
る

の
み
に
し
て
．
官
箆
の
賊
を
犯
す
者
は
前
清
に
什
百
す
。
此
條
例
を
頒
布
し
て
賄
賂
の
風
未
だ

嘗
て
租
し
も
轟
2
す
、
且
つ
甚
し
き
を
加
ふ
る
な
，
。
蓋
し
鹿
治
φ
澄
清
は
固
よ
）
轟
ら
珊
翻

に
特
む
に
あ
ら
す
、
犯
罪
に
し
て
筍
《
も
必
す
楡
暴
せ
ぱ
、
暫
行
新
刑
律
建
む
る
所
の
三
等
よ
り

五
等
に
至
る
躍
々
の
洞
も
亦
以
て
食
を
傲
し
め
て
鯨
あ
る
に
足
ら
ん
。
民
國
五
年
六
月
．
嚢
項

城
世
を
逝
き
、
此
條
例
途
に
麿
せ
ら
る
。

　
二
．
懲
治
盗
，
匪
法

　
民
園
三
年
本
法
を
頒
行
し
た
）
。
亦
飢
國
を
治
む
る
に
重
典
を
用
ゆ
る
の
意
な
う
。
本
法

と
暫
行
新
刑
律
と
の
不
同
の
鮎
は
一
つ
に
刑
罰
を
加
重
せ
る
二
ε
．
二
に
荊
は
銃
殺
を
用
ゆ
る

こ
ε
、
三
に
軍
官
（
軍
人
》
よ
り
審
割
し
得
る
こ
ε
、
四
に
最
高
級
長
官
の
覆
准
（
准
許
｝
を
綴
て
溺
の
執

行
を
行
ふ
こ
と
等
な
う
。
　
支
那
は
盗
匪
横
行
す
．
珊
罰
及
審
判
が
暫
ら
く
嚴
働
迅
遽
主
義
を
探

る
も
本
よ
う
反
封
す
可
き
に
あ
ら
ざ
る
可
し
。
た
璽
恐
ら
く
は
此
敏
年
中
、
こ
の
函
葬
滅
．
裂
の



手
段
を
以
て
、
良
民
を
誤
殺
せ
し
者
．
凡
そ
幾
何
璽
る
を
知
ら
す
．
甚
だ
望
む
ら
く
は
此
法
の
轍
日

も
早
く
麿
虚
せ
ら
る
、
こ
と
な
う
。
本
法
の
施
行
期
限
は
本
と
五
ケ
年
と
定
め
た
9
。
民
國

入
年
．
期
浦
ち
π
る
に
叉
三
年
を
雛
績
し
．
十
一
年
十
一
月
叉
期
備
ち
π
妻
。
然
か
も
國
内
の
秩

序
は
、
擾
胤
彌
々
甚
し
く
、
將
凍
必
す
や
展
期
の
請
あ
る
べ
く
、
本
法
施
行
の
久
暫
は
爾
ほ
知
る
可

ら
ざ
る
な
三
十
一
年
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
爾
ほ
麿
止
せ
ら
れ
ざ
る
が
如
し
》
。

　
三
．
易
嘗
條
例

　
民
國
三
隼
、
司
法
部
は
、
國
都
及
各
地
の
新
式
監
獄
に
限
り
あ
り
、
輕
犯
罪
日
に
壇
加
し
．
各
監
獄

は
均
し
く
人
浦
つ
る
の
患
め
）
た
る
を
以
で
、
監
獄
を
疎
通
す
る
爲
め
、
筈
刑
を
候
復
し
弛
う
。

易
瞥
は
輕
罪
の
破
廉
恥
罪
を
以
て
限
り
と
爲
し
．
前
清
の
瞥
刑
と
岡
じ
か
ら
す
と
雛
も
。
然
か
も

法
制
を
改
良
す
る
の
日
に
當
り
て
、
文
明
諸
國
が
久
し
く
経
で
に
麿
吐
し
泥
る
身
盟
溺
を
探
用

す
る
は
、
實
に
司
法
の
藤
春
を
堕
す
る
に
足
ら
ん
。
故
に
五
年
七
月
に
於
て
康
止
せ
う
。

　
四
、
改
邉
僚
例

　
改
逡
條
例
（
逡
と
は
流
刑
と
略
ぼ
・
岡
じ
竃
亦
民
國
三
年
の
頒
行
に
係
か
る
。
政
治
會
議
よ
う

提
議
し
た
る
も
の
に
し
て
、
用
意
は
初
め
監
獄
を
疎
蓮
す
る
に
あ
ら
ざ
り
し
稼
塾
。
則
ち
大
清

　
　
　
　
実
瀦
命
日
の
注
轍
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
置
翫



　
　
　
党
那
亭
貿
の
謹
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
麗
六

律
織
徒
刑
の
上
に
爾
ほ
流
刑
を
有
し
驚
る
に
、
新
刑
律
は
只
だ
徒
鋼
禰
櫨
の
み
を
有
し
．
新
式
藍

獄
亦
四
徒
を
待
遇
す
る
こ
と
象
髭
《
寛
に
し
て
、
以
て
懲
倣
を
示
め
す
に
足
ら
ざ
る
が
故
に
、
擁

種
改
遣
の
法
を
定
め
た
る
な
9
。
然
れ
ど
も
各
省
は
犯
人
を
遮
逡
す
る
は
種
々
の
不
便
あ
う

と
し
｛
多
く
奉
行
サ
す
。
塗
に
五
年
七
月
に
於
て
麿
止
し
セ
）
。

’
近
年
幽
家
の
秩
序
日
に
棄
れ
、
経
濟
盆
，
藪
に
し
て
、
犯
罪
は
逐
年
墳
加
し
．
監
猿
は
到
る
露
充

塞
す
。
飛
事
殖
民
政
策
を
探
る
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
『
以
て
監
獣
を
疎
蟻
し
．
犯
罪
を
豫
防
す
る
に
足

ら
ウ
。
然
か
も
改
遣
條
例
は
以
て
之
を
語
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

　
（
聖
　
民
刑
訴
謎
法

前
溝
、
民
荊
案
．
轟
”
の
手
綾
は
大
清
律
、
大
清
會
典
の
中
に
散
見
し
．
專
律
の
規
定
無
か
夢
し
な
り
。

光
緒
末
年
、
大
理
院
、
喬
等
麟
以
下
の
法
院
を
設
立
し
．
光
緒
三
十
隼
十
月
二
十
九
日
に
於
て
、
高
等

慮
以
下
各
級
審
剣
慮
試
舞
章
程
を
頒
布
し
た
歩
。
民
國
成
立
後
は
、
昆
刑
訴
瓢
律
爾
ほ
未
だ
頒

行
さ
れ
ウ
．
各
法
院
は
伽
ほ
之
を
暫
行
援
用
し
た
り
。
然
れ
ど
も
該
項
章
程
は
簡
箪
に
過
ぎ
．
疎

漏
の
薦
甚
だ
多
く
、
以
て
蓮
用
に
賛
す
る
に
足
ら
す
。
散
に
年
嬢
、
或
は
民
刑
訴
鼠
草
案
を
節
目

鯛
改
し
て
頒
縮
し
．
或
は
各
種
累
行
章
程
｛
例
へ
ぱ
私
瓢
暫
行
章
程
．
簡
易
庭
1
ー
簡
易
裁
劉
所
ー
ー



暫
行
規
則
の
如
き
も
の
｝
を
萱
訂
し
．
或
は
司
法
部
の
部
令
．
大
理
院
の
解
鐸
に
依
つ
て
、
種
々
の
携

法
を
詣
定
す
る
な
ご
、
鹿
雑
糾
紛
ゆ
統
系
を
成
さ
す
、
法
院
極
め
て
困
難
を
戚
じ
．
訴
訟
或
は
是
に
よ

つ
て
停
瀞
し
た
り
。
吟
耐
賓
に
特
別
法
院
を
設
置
し
て
よ
り
、
外
人
は
支
那
に
民
刑
訴
訟
法
無

き
を
以
て
尤
竜
不
浦
意
と
せ
）
。
散
に
民
國
十
，
隼
。
法
律
舘
が
超
寧
せ
る
民
刑
訴
瓢
草
案
の
修

定
案
成
レ
た
る
を
以
τ
．
司
淡
部
は
十
，
輔
年
四
月
、
途
に
僚
例
と
し
て
頒
布
し
、
以
て
急
需
に
懸
魯

ん
こ
と
む
大
纏
統
に
呈
鰭
し
．
十
一
年
九
丹
よ
り
施
行
せ
勢
。
司
法
を
離
理
ず
a
縣
知
．
畜
に
闘

し
て
は
．
義
訴
訟
手
績
．
普
蓮
法
院
と
回
じ
か
ら
す
。
其
最
も
署
は
る
、
も
の
は
覆
鋼
制
度
な
う
。

（
上
藤
裁
剣
所
が
縣
知
察
の
下
し
た
る
釧
決
に
就
き
再
ぴ
審
到
す
る
制
度
》

　
餐
騒
の
末
だ
端
方
．
鹿
（
吾
が
地
方
裁
判
所
に
當
る
ぞ
設
け
ざ
る
者
．
多
き
に
居
聾
．
司
法
は
現
に

縢
知
事
よ
』
条
理
す
。
覆
剰
は
一
時
の
権
宜
辮
法
な
う
と
錐
も
關
係
す
る
と
こ
ろ
頗
る
重
し
ゃ

試
に
其
沼
革
を
一
遍
せ
ん
。

　
嘆
前
清
の
覆
劃
制
度

覆
判
制
、
度
は
“
前
清
時
代
に
司
法
猫
立
を
簿
備
せ
る
時
に
創
ま
る
。
董
し
司
法
髄
に
分
立
を
経

髭
れ
ぱ
、
從
前
の
刑
部
が
司
を
毅
し
て
審
剰
に
・
立
ち
會
は
し
む
る
翻
度
（
曇
司
承
審
之
制
涯
勢
ひ

　
　
　
実
鰯
φ
謎
の
溝
鰯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
竃
竜



　
　
　
窯
螂
命
日
の
湊
溺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
置
八

澹
襲
し
難
け
れ
ぱ
な
り
。
而
し
て
各
省
設
く
る
駈
の
法
院
は
、
敷
を
爲
す
幾
何
も
無
ぐ
．
府
．
州
、
縣

が
審
判
を
象
理
す
る
こ
と
は
、
蝋
時
に
康
止
し
能
は
ざ
る
に
よ
う
．
巳
む
を
徳
す
、
其
れ
を
し
｛
司

法
を
象
理
せ
し
め
、
莫
の
審
擬
す
る
所
の
刑
事
重
大
案
件
に
就
て
は
．
之
を
大
理
院
の
覆
釧
に
闘

し
め
、
以
て
慣
重
を
昭
か
に
し
た
る
な
り
。
免
亦
勢
σ
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
な
タ
。
惟
だ

嘗
時
．
比
制
度
を
創
め
た
り
と
難
も
．
術
ほ
未
だ
章
程
を
詳
訂
せ
ざ
り
し
な
今
。
今
當
時
の
奏
糟

に
縫
つ
で
詳
細
勾
稽
す
る
に
興
概
要
左
の
如
し
。

　
一
、
覆
剣
の
機
翻
　
　
大
理
院

　
二
、
覆
剰
の
範
園
。
府
、
州
、
縣
の
審
擬
せ
る
解
勘
例
に
し
工
解
勘
の
制
度
と
は
府
、
州
、
縣
の
行

　
　
改
官
が
．
審
擬
し
た
る
案
伴
を
遺
盛
、
纏
督
．
巡
撫
の
審
判
に
遙
次
に
鞘
逡
し
、
死
異
に
嘗
る
も

　
　
の
は
中
央
の
刑
部
に
覆
鋼
を
求
む
る
制
度
な
勢
藤
さ
に
中
央
に
專
奏
し
或
は
彙
奏
す
可

　
　
き
死
罪
案
件
（
死
罪
と
は
當
時
の
用
語
に
係
か
る
も
の
に
し
て
、
凡
そ
絞
人
犯
に
擬
し
て
立

　
　
ど
こ
ろ
に
決
す
可
き
も
の
。
或
鱗
刑
の
執
行
を
暫
時
猶
豫
さ
れ
る
も
の
及
び
法
部
の
秋
審

　
　
i
死
罪
に
欝
す
る
絡
審
ー
が
減
刑
し
て
遣
、
流
．
徒
と
爲
す
も
の
等
は
均
し
く
包
括
し

　
　
て
内
に
在
郵
。
今
律
に
瀞
す
る
所
の
死
刑
と
は
同
じ
か
ら
ず
》



　
三
．
’
讐
判
の
程
序
。
讐
面
審
理
の
方
法
に
よ
る
。
但
し
引
麟
（
原
制
決
を
い
ム
か
？
》
及
事
實

　
　
上
登
見
せ
る
疑
誤
の
威
は
絢
聞
を
加
ふ
る
こ
と
を
得

　
四
ゆ
劃
決
の
執
行
。
　
鋼
決
後
、
大
狸
院
よ
り
朝
廷
に
具
奏
し
．
法
部
を
し
て
査
難
施
行
せ
し
む

　
　
る
の
下
命
を
請
ひ
．
下
命
を
奉
じ
乾
る
後
、
耶
日
大
理
院
よ
り
全
案
の
哺
仲
書
類
を
法
部
に

　
　
，
書
報
す
。
法
部
は
丈
書
に
て
各
該
省
に
通
告
し
．
分
別
し
て
到
決
に
照
ら
し
辮
狸
せ
し
む
。

　
働
、
．
民
國
以
後
φ
覆
剣
制
度

民
國
成
立
以
禦
．
各
省
及
各
特
別
行
政
匿
域
に
は
法
院
爾
ほ
未
だ
遍
く
殺
け
ら
れ
ず
、
從
り
て
覆

釧
制
・
度
は
之
を
澹
用
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
う
。
而
し
て
已
に
数
同
の
修
改
を
繧
た
れ
ぱ
．
前
清

の
覆
判
制
度
乏
同
じ
か
ら
実
坤
ち
此
十
鯨
年
間
に
於
て
多
少
の
麓
遷
あ
う
た
る
な
勤
。
叢
に

分
別
し
｛
説
萌
す
る
こ
と
左
の
如
し
。

　
甲
．
　
民
國
元
年
ま
り
三
年
ま
で
の
覆
到
制
度

前
清
の
覆
劉
は
、
大
理
院
の
辮
理
に
齢
し
ね
る
な
り
。
民
國
成
立
後
．
司
法
部
は
改
弦
翼
張
．
元
年

八
月
二
十
二
日
各
省
．
各
特
別
匿
域
を
蓮
じ
て
。
大
理
院
覆
剣
の
制
を
麿
止
し
、
從
勧
奮
章
に
規
定

せ
ら
れ
旋
る
大
理
院
の
覆
剣
に
蹄
す
ぺ
き
案
件
を
、
統
ぺ
て
改
め
て
各
省
に
於
嫉
る
高
等
審
鋼

　
　
　
支
邸
衛
日
の
鰹
圃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
流
允



　
　
　
支
那
森
日
の
淺
鰯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繍
幾
O

噂
の
覆
判
に
簾
し
あ
ん
と
し
．
嗣
い
で
覆
判
暫
行
簡
章
を
訂
定
し
、
是
卑
†
月
の
間
に
焚
て
公
。
布

施
行
し
だ
）
。
二
年
．
三
月
叉
一
次
の
修
正
を
経
陀
勢
。
其
中
に
規
定
せ
る
手
績
に
し
て
前
清

の
奮
制
と
不
同
の
塵
、
左
例
の
如
き
も
の
あ
，
。

　
｝
、
　
前
清
の
州
、
縣
が
審
擬
せ
る
案
件
は
、
奮
時
の
解
勘
の
劒
を
承
用
し
、
府
よ
り
遣
．
遺
よ
り
司

　
　
と
層
々
審
韓
し
．
然
る
後
大
理
院
の
覆
鋼
に
奏
交
す
。
今
次
の
定
制
は
解
勘
覆
審
⑳
制
を

　
　
一
律
、
に
麿
止
し
．
案
件
は
各
孫
の
鋼
決
を
経
た
る
後
高
等
審
鋼
鵬
の
覆
劃
に
逡
る
こ
と
と

　
　
し
．
泥
塑
o

　
二
．
前
・
清
の
覆
劃
案
停
は
、
各
省
の
釧
決
に
し
て
懸
さ
に
中
央
に
轟
饗
或
は
彙
奏
す
ぺ
き
死

　
　
罪
案
件
に
限
ら
れ
だ
）
。
今
次
の
定
制
は
凡
そ
死
刑
、
無
期
徒
刑
或
は
轍
二
等
の
有
翔
徒

　
　
刑
に
戴
剣
せ
ら
れ
彪
る
者
は
均
し
く
章
に
照
ら
し
て
覆
判
す
る
こ
と
と
せ
動
。

　
三
、
前
清
各
縣
の
審
擬
せ
る
案
件
は
解
勘
覆
劃
の
制
を
用
ひ
た
る
こ
と
前
に
遽
ぺ
る
所
の

　
　
如
し
。
散
に
疋
式
の
上
訴
機
闘
無
《
、
當
事
人
の
不
服
の
有
無
を
閥
は
す
し
て
．
大
理
院
よ

　
　
亜
覆
，
制
せ
る
な
｝
。
今
次
の
定
制
は
則
ち
覆
制
案
件
は
未
だ
上
瞬
を
経
ざ
る
も
の
を
以

　
　
て
縦
蔓
と
爲
し
．
其
巳
に
上
訴
セ
経
尤
る
も
の
は
切
は
蓮
常
の
手
糖
に
依
つ
て
鍵
浬
す
る



　
　
こ
と
と
し
た
ク
。

上
蓮
せ
る
所
に
依
っ
て
爾
者
を
相
比
較
す
る
に
．
其
異
同
疎
密
は
巳
に
瞭
然
π
る
可
し
。
後
ち

敏
次
の
改
修
を
経
て
始
め
て
今
制
と
な
う
た
る
も
の
に
し
て
、
其
異
圃
の
露
は
次
簾
に
於
て
之

を
説
明
せ
ん
。

　
乙
．
　
民
國
三
年
よ
）
今
に
至
る
覆
剣
制
度

前
蓮
の
覆
釧
簡
章
は
、
艮
國
三
年
七
月
に
至
り
重
ね
て
改
紅
を
経
、
名
を
定
め
て
覆
判
章
程
と
．
爲

し
た
｝
。
嗣
い
で
民
國
四
年
六
月
及
十
月
．
七
年
四
月
、
十
一
年
六
月
迭
次
修
改
し
泥
う
。
其
屯

の
環
笛
、
前
後
は
亦
墨
く
同
じ
か
ら
ざ
れ
ど
も
、
然
か
も
其
の
大
端
に
就
て
論
す
れ
ぱ
、
窃
ほ
根
本

相
異
の
露
無
し
．
依
つ
て
叢
に
壷
逓
せ
す
、
輩
に
現
行
覆
剣
章
程
に
就
て
、
從
前
の
．
覆
鋼
簡
章
と

不
同
の
慮
を
蓮
ぷ
る
に
左
の
如
し
。

　
一
、
覆
判
簡
章
の
規
定
せ
る
覆
判
案
件
は
．
科
刑
を
勘
て
標
準
ε
し
π
9
。
凡
そ
最
畜
の
主

　
　
刑
は
死
刑
無
期
徒
刑
ε
し
．
三
等
の
有
期
徒
刑
以
下
の
荊
に
臓
せ
ら
れ
た
る
・
者
は
．
即
ち
覆

　
　
判
に
呈
邊
せ
ざ
る
な
り
。
之
に
因
つ
て
懸
知
察
は
、
覆
劉
審
の
駁
詰
を
避
菟
せ
ん
こ
と
を

　
　
希
圏
し
、
重
大
犯
罪
を
減
じ
て
輕
刑
に
廃
す
る
者
、
往
々
あ
り
た
夢
。
　
毘
制
は
縣
知
事
の
審

　
　
釧
せ
る
地
方
讐
轄
の
刑
事
案
件
は
、
均
し
く
覆
鋼
す
可
き
を
定
め
セ
れ
ぱ
、
闘
越
の
弊
は
自

　
　
　
実
邪
命
絹
の
油
剛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
爽
幽



　
　
　
糞
郷
命
日
の
演
憾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
索
識

　
　
ち
鱗
生
す
る
に
至
ら
ざ
る
可
し
。

　
二
、
覆
劉
簡
章
は
．
た
讐
縢
知
事
の
審
結
せ
る
死
刑
。
無
期
徒
刑
．
或
は
醐
二
等
有
期
徒
刑
に
レ

　
　
て
未
だ
上
訴
を
経
ざ
る
者
は
懸
さ
に
覆
判
を
行
ふ
可
し
ε
規
驚
し
．
上
訴
を
撤
同
し
兜
る

　
　
か
．
或
は
上
訴
が
合
法
稼
ら
ざ
る
爲
め
．
第
二
審
を
経
す
し
て
貴
髄
上
の
審
劉
と
な
れ
る
も

　
　
の
k
劃
し
て
は
．
慮
さ
に
覆
制
す
可
き
や
否
や
．
明
臼
の
焼
定
を
設
け
す
．
從
つ
て
雛
理
は
互

　
　
岐
を
致
し
た
り
。
現
行
覆
制
章
程
は
此
項
案
件
を
明
定
す
る
に
、
鷹
さ
に
覆
剣
す
可
き
も

　
　
の
と

鍔
し
、
以
て
劃
一
を
昭
に
し
た
）
。

　
三
、
　
覆
鋤
簡
章
の
規
定
せ
る
覆
鋼
程
序
は
僅
に
書
面
審
理
．
提
審
、
涙
員
．
往
審
等
各
項
の
鍵
法

　
　
あ
る
の
み
。
　
然
る
に
現
制
は
、
原
審
の
縣
知
事
の
覆
判
に
登
＝
還
す
る
こ
ピ
，
隣
瀧
の
地
方
審

　
　
判
鷹
或
は
縣
，
知
事
の
覆
判
に
登
交
す
る
規
定
を
壇
入
し
て
、
覆
剃
審
に
酌
量
鎌
理
を
與
へ

　
　
允
れ
ぱ
、
省
を
離
る
、
こ
旦
高
等
審
剣
爵
所
在
地
を
離
る
、
．
悔
と
蓮
き
地
方
は
醗
人
の
往

　
　
復
、
文
書
の
往
來
よ
画
起
る
稽
延
の
弊
を
冤
る
、
な
り
。

以
血
越
ぷ
る
斯
は
其
關
係
の
重
大
な
る
転
の
を
畢
げ
た
る
な
）
。
此
外
異
圃
の
所
術
ほ
多
け

れ
ど
も
復
た
贅
及
せ
ず
芙
尾
》

本
叉
に
本
鷲
第
三
懸
第
三
償
々
承
く
る
も
の
o
蓮
載
冠
ず
し
て
逡
く
今
ー
に
至
れ
る
は
筆
看
の
怠
蔑
建
多
憶
の
致
せ
醗
る
ね
リ
o
請
ふ
謹
考
の
諒
察
を
。


